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【第1セッション】パネルディスカッション

取り残される被災者にどう向き合うのか
〜災害ケースマネジメントの課題〜

「被災」とは

一人ひとりの人権を回復すること

災害で一人ひとりの人権が損なわれること

一人ひとりの人権が危機にさらされること

復旧・復興・生活再建とは

16



東日本大震災と弁護士相談

陸前高田市の仮設住宅巡回訪問

まちづくり個別相談（気仙沼）

アウトリーチ

個別相談

しかし・・・
制度や仕組みだけで
被災者は救われるか？

災害ケースマネジメントが⽣じた背景
取り残される⼀⼈ひとりの被災者
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住宅再建
⽀援⾦

就労⽀
援

災害保護
・貸付⾦

医療⽀
援

⼼のケ
ア

⽣活再建の
⽀援

復興⽀援員
の寄り添い

住宅被
害

仕事喪失

収⼊減
少

健康被
害

トラウマ

家族離散

コミュニ
ティ喪失

個別計画
と実践

制度の限界を克服する

「り災証明一本主義」から「ありのままの被害」を注目へ
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■内閣府定義■
被災者一人ひとりの被災
状況や生活状況の課題等
を個別の相談等により把
握した上で、必要に応じ
専門的な能力をもつ関係
者と連携しながら、当該
課題等の解消に向けて継
続的に支援することによ
り、被災者の生活再建が
進むようマネジメントす
る取組

■私の定義■

被災者一人ひとりに

必要な支援を行うため、

被災者に寄り添い、

その個別の被災状況・生
活状況などを把握し、

それに合わせて様々な支
援策を組み合わせた計画
を立てて、連携して、

生活再建を支援するしく
み

災害ケースマネジメント
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一人ひとり（≠被災世帯）
のリアルを把握する

子どもに
二次被害

被災者生活再建支援法
や福祉は「世帯」単位

ポイント１
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個人情報保護法の目的の誤解
第1条 この法律は、デジタル社会の進展に伴い
個人情報の利用が著しく拡大していることに
鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本
理念及び政府による基本方針の作成その他の
個人情報の保護に関する施策の基本となる事
項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明
らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行
政機関等についてこれらの特性に応じて遵守
すべき義務等を定めるとともに、個人情報保
護委員会を設置することにより、行政機関等
の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、
並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新
たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び
豊かな国民生活の実現に資するものであるこ
とその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、
個人の権利利益を保護することを目的とする。

アウトリーチ
（申請主義を克服）

ポイント２

伴走型
支援

課題解決型
支援
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「声なき声を聴く！」

真実
沈黙

我慢 諦め

不知

支援の総合化・計画化ポイント３

一人ひ
とりの
検証
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［参考］支援会議
（重層的支援体制整備事業による）

連携
（よってたかって／餅は餅屋）

ポイント４
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被災者

⾏政

⽀え合
いセン
ター

弁護⼠

建築⼠
ＮＰＯ

餅は餅屋で、よってたかって連携し、一人ひとりを支え

る

ケア
マネ

福祉
関係者

多くの社会資源で重層的に支援する

専⾨家

医療
関係者

⺠間
基⾦

近所
地域

⺠⽣委
員

伴走型支援

技術⼠

誰一人取り残さないために

「官」（国・都道府県・市町村、各部署、各機関）と
「民」（市民、サードセクター、企業、専門家）が、
 共に信頼し、共に役割を果たし、共に連携する
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目的を見誤らない
（生活再建を図るため）

ポイント５

神戸市：仮設住宅解消プロジェクト

• 仮設住宅31,000世帯
→4年半で543世帯
うち困難93世帯
→20例でケース対応
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災害ケースマネジメントを
広げるための今後の3つの課題

人の確保
（研修と
連携）

金の確保
（官･民の
財源）

制度の改
善（法の
使い方）

「学び、広げる」
経験値の共有と
垣根のない受援力

お金を集める知恵
お金を使う工夫

お金に支配されない姿勢

法は人を救う
ためにある
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